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JGMAギヤカレッジ企画・運営委員会規定（案）

（制定の目的）
第１条　一般社団法人日本歯車工業会（以下「本会」という）の会員並びにわが国歯車産業の技術水準の向上に資する中核人財育成を図るため、一般社団法人日本歯車工業会定款（以下「定款」という）第５２条並びに本会委員会規定第１条に基づき設置されたJGMAギヤカレッジ企画・運営委員会（以下「本委員会」という）の業務内容を明確にすることにより、その任務を明確にする。

（基本理念）
第２条　歯車産業を担う技術者に広く活用の機会を提供し（公益）、歯車の体系的基礎から応用、製造、実習を含む一貫したカリキュラムにより構成され（実践）、別途規定する講師と受講生による密接な関係構築を以て、技術、ノウハウの継承と吸収を目指す（涵養）、受講生同士のネットワークづくり（連携）を柱とする中核人財育成事業となることを基本理念とする。

（業務）
第３条　本委員会は前条の目的及び基本理念を十分に理解した上で、次の業務を行う。
（1） [bookmark: _Hlk17106667]歯車技術の動向を踏まえた講義・実習を行い、その内容の見直し、受講者の募集・選考、講師の選任と委嘱等、JGMAギヤカレッジ企画及び運営に関する基本的事項の立案を行う。
（2） JGMAギヤカレッジ受講者を対象としたアンケート調査結果、選択科目の受講動向を評価し、JGMAギヤカレッジ企画立案にフィードバックする。
（3） [bookmark: _GoBack]本委員会の委員は、JGMAギヤカレッジの講義及び実習が円滑に運営されるよう、講師・関連企業との調整及び講義の補助業務について、分担して事務局に協力する。
（4） その他運営上の細則については、「規定」あるいは「JGMAギヤカレッジ運用マニュアル」に従いギヤカレッジの円滑な運用に努める。

（委員構成）
第４条　本委員会の委員は、工業会会員、外部学識経験者により構成する。
２．委員会には委員長、副委員長及び委員若干名を置く。

（選任）
第５条　委員長、副委員長及び委員は、会員、外部学識経験者から選任し、理事会の審議を経て工業会会長（以下「会長」という）が委嘱する。



（職務）
第６条　委員長は、次の職務を遂行する。
（１）委員会を代表し会務を統括する。
　（２）委員会を招集しその議長を務める。
（３）委員会の議事をとりまとめ、本会委員会規定第２条に基づき、理事会に報告及び上程し、承認を得る。
２．副委員長は、委員長を補佐して、委員長に事故ある時はその職務を代行する。

（任期）
第７条　委員の任期は定款第２７条の規定を準拠して１年とする。ただし、再任を妨げない
　　２．補充又は増員のため委嘱された委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

（会議）
第８条　委員会は、次の場合に開催し委員長が招集する。
　　（１）会長又は委員長が必要と認めたとき。
　　（２）理事会又は委員会が決議したとき。

（議事録）
第９条　委員会の議事については、議事録を作成しこれを保管する。

（改廃）
第１０条　本規定の改廃は、委員会において審議し、理事会の承認を経てこれを行う。
　　

（付則）
[bookmark: _Hlk26364584]（１）本規定は、JGMAギヤカレッジ企画・運営委員会により起案され、2019年度
第5回理事会の承認をもって制定。同日より施行する。
（２）関連規定、マニュアルを以下に定める。
1 [bookmark: _Hlk21522869]JGMAギヤカレッジ受講者選抜に係わる細則。
2 ギヤカレッジ業務マニュアル。
　
　2019年12月6日　制定
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